
意見 事務局対応

〔Ｐ２〕

　５疾病精神疾患の指定医療機関に「精神

科」を標榜していない病院・基幹病院の名称

が数多く掲載されているが、この意味は「精

神科を標榜していなくとも精神疾患を取り扱

う可能性がある病院」が掲載されているので

しょうか？個人病院の含めたこれら精神科を

標榜していない病院掲載の意味につきお教え

ください。

【回答内容】

　指定医療機関については「北海道医療計

画」第８章別表の 医療機関を掲載。

　精神疾患の医療機関は、「都道府県連携拠

点機能を担う医療機関」、「地域連携拠点機

能を担う医療機関」及び「地域精神科医療提

供機能を担う医療機関」を掲載している。

（公表に同意いただいている医療機関のみ）

　なお、指定医療機関は定期的に更新され、

道のホームページに掲載されている。

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/cis/iryokeikaku
/aratanairyoukeikaku.html

〔Ｐ３〕

　５事業、救急医療の所に旭川市夜間急病セ

ンター、と市立旭川病院が別々に記載されて

いるが、旭川市夜間急病センターは市立旭川

病院が運営している施設である。従って、

「市立旭川病院（旭川市夜間急病センターを

含む）」が正しい表記と考える。

　同一の医療機関であるため、意見を踏まえ

推進シートを修正した。

〔Ｐ１、Ｐ５、Ｐ10、Ｐ11、Ｐ12〕

　「たいせつ安心i医療ネット」の活用にかん

するフレーズが繰り返し出てくる。ネット

ワークの運用更新には多額の費用が発生する

が、現状では各導入医療機関が自主的に負担

している。公費での補助に関する記載を盛り

込むことは出来ないか？

【回答内容】

　ICT関連の助成制度の情報提供を行うととも

に、公費補助に関する記載を盛り込むことの

是非、盛り込むとすれば記載方法等会議の中

で協議する。

　なお、現在の助成制度については［資料

１］の「４ 道の各種支援事業」について御参

照ください。

協議事項（２）医療法人社団東旭川宏生会林医院における病床機能に係る意見

 特に意見等なし。（計画の内容で承認）

協議事項（１）地域医療構想推進シートの更新に係る意見

上川中部圏域地域医療構想調整会議開催結果について

委員の皆様あてに通知し、資料を送付しておりました。

　今年度第１回目の調整会議については、書面会議で開催し、令和４年５月19日に調整会議

は、次のとおりとなりますので、報告します。

　各協議事項に対し委員の皆様からいただいた意見と、意見等に対する対応・回答について

資料６


